
伊那中央病院院内感染対策指針 

 

 

 

 

われわれ医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。医療関連

感染の発生を未然に防止することと、ひとたび発生した感染症が拡大しないように可及的速やかに

制圧、終息を図ることは医療機関の義務である。伊那中央病院（以下「当院」という。）において

は、本指針により院内感染対策を行う。 

 

 

 

職員は院内感染の防止に留意し、感染症が発生した際には、拡大防止のため速やかに原因を特定

し、対策に努め終息を図る。すべての職員が院内感染対策の重要性を自覚し、病院の理念に則した

医療を提供できるよう積極的に取り組みを行う。 

 

 

 

院長が積極的に感染対策に関わり、当院内に設置した感染対策委員会が中心となって、すべての

職員に対して組織的な対応と教育・啓発活動をする。感染対策委員会は院長の諮問委員会であり、

検討した諮問事項は院長に答申され、医療安全会議での検討を経て、日常業務化する。ICTは感染対

策委員会における日常業務実践チームであり、感染対策委員長が一定の権限を委譲し、同時に義務

を課し、組織横断的に活動する。 

 

1. 感染対策委員会 

病院長を委員長とし、各部署責任者および感染制御代表者を構成員として組織する。 

 

 

 基本理念 

 院内感染に関する基本的な考え方 

 院内感染対策のための組織 



業務 

① 院内感染を未然に防ぐ予防策・調査・研究に関すること。 

② 院内感染が発生した場合における緊急対策に関すること。 

③ 院内感染防止のため必要な職員への教育・健康管理に関すること。 

④ 各種サーベイランスの実施。 

⑤ 院内感染マニュアルに関すること。 

⑥ その他院内感染に関すること。 

2. 院内感染防止チーム Infection Control Team  (ICT) 

当院内における感染対策を機能的に実践するため、院内巡回等により、医療従事者に対する院

内感染防止の啓蒙、教育指導及び調査研究を行う。 

3. 抗菌薬適正使用支援チーム Antimicrobial Stewardship Team (AST) 

当院における感染症治療において、効率的な治療、副作用の防止、耐性菌出現リスクの軽減等、

抗菌薬の適正使用を支援する。 

4. 看護部感染対策委員会 

感染対策委員会・ICTと協力し、各部署での感染対策を推進する。各部署モデルとなり感染対策

を充足するための知識を共有し、リーダーシップを発揮する。各部署原則２年目以上の看護師

を選抜し構成員として組織する。 

 

 

 

１. 全職員を対象に感染対策に関する講演会を年２回開催する。 

２. 新規採用・中途採用者に対しても院内感染対策に関する講習を入職時に行う。 

３. 必要に応じて各部署・各職種および委託職員に対しても、院内感染対策に必要な講習会を行う。 

 院内感染に関する職員研修についての方針 



 

１. 職員は、院内感染が疑われる場合、速やかに所属長もしくは感染管理専従へ報告。所属長、感

染管理専従は速やかに病院長へ報告する。 

２. 病院長は速やかに主要な感染対策委員を招集し、必要に応じて臨時会議を開催、調査を指示す

る。 

３. 院内で必要なサーベイランスを行い、感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的かつ組

織的に集約し、感染防止に努め、地域や全国でのサーベイランス事業にも積極的に参加する。 

 

 

アウトブレイク（集団発生）が疑われる場合は直ちに ICTを中心に調査を行い、必要に応じて緊急

対策本部を設置する。また状況に応じて、保健所とも連携し感染拡大を防止し、早期終息に努める。 

 

 

 

１. 本指針は、玄関ホールへの掲示と病院ホームページにて公開する。 

２. 本指針の観覧を患者及びその家族から求めがあった場合には、これに応ずるものとする。 

 

 

１. 最新のエビデンスに基づいたガイドラインをもとに院内感染対策マニュアルを作成し、全ての

職員が閲覧できるようにする。 

２. 職員は、院内感染対策マニュアルに従って感染対策を実践し感染防止に努める。 

３. 職員は、自らが感染源とならないため健康管理に留意し、定期健康診断を年１回以上受診する。 

 

 

 患者及びその家族に対して適切なインフォームドコンセントを行う。 

１. 疾患の説明とともに必要な感染対策についても説明し、理解と協力を求める。 

２. 必要に応じて感染率などの情報を公開する。 

 感染症の発生状況報告に関する基本方針 

 アウトブレイク発生時の対応に関する基本方針 

 当院院内感染対策指針の観覧に関する基本方針 

 院内感染対策推進のために必要なその他の方針 

 情報提供と説明 


